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令和 5 年 3 月

令和 5 年度 令和 14 年度

１．事業概要

（１）

① 給　水
（令和 4 年 3 月末）

人

人

千㎥／ha2.91

供 用 開 始 年 月 日 昭 和 50 年 6 月 1 日

粕屋町水道事業経営戦略

事業の現況

策 定 日 ：

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有 収 水 量 密 度

　粕屋町

　水道事業

計 画 期 間 ： ～

計 画 給 水 人 口 51,060

現 在 給 水 人 口 47,526法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

全部適用
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② 施　設　
（令和 4 年 3 月末）

％

③ 料　金

＜料金表＞ （単位：円）

用 途

6～10㎥ 11～15㎥ 16～20㎥ 21～30㎥ 31～50㎥ 51～100㎥ 101㎥～

60 160 200 250 290 350 400

11～15㎥ 16～20㎥ 21～30㎥ 31～50㎥ 51～100㎥ 101㎥～

180 220 270 330 380 430

11～15㎥ 16～20㎥ 21～30㎥ 31～50㎥ 51～100㎥ 101～500㎥ 501㎥～

200 240 290 340 400 450 500

11～15㎥ 16～20㎥ 21～30㎥ 31～50㎥ 51～100㎥ 101㎥～

160 200 250 290 350 400

上記の基本料金、超過料金に消費税は含まれておりません

基本料金

家 庭 用 5㎥まで 1,150

公 共 用

共 用

営 業 用

10㎥まで 1,600

10㎥まで 1,850

1,26010㎥まで

管 路 延 長

水 源

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

152.52 ｋｍ

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

施 設 利 用 率 71.9

施 設 数
浄水場設置数

配水池設置数

1

2

超過料金　（1㎥あたり）

一 時 用
1㎥あたり

600

粕屋町の水道料金は、使用目的に応じた用途別料金体系で、「基本料金」と「超過料金」、「消費税相当額」で構
成されています。超過料金は、多く使用するほど１㎥あたりの単価が高くなる逓増型料金体系となっています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

施 設 能 力 16,075 ㎥／日

平 成 26 年 4 月 1 日

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他
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④ 組　織

組織体制 年齢構成

61歳～ 0名

51～60歳 1名

41～50歳 2名

31～40歳 2名

～30歳 5名

合計 10名

※企業会計職員のみ記載

（２）

平成18年度に機構改革により、水道課と下水道課が統合され、上下水道課が設置されました。現在の上水道事業を担当する職員数は、上下水
道課長含め１０名です。

これまでの主な経営健全化の取組

経営健全化の取り組みとして、平成17年度から検針業務を民間委託とし、ハンディターミナルの導入により、事務の効率化を図っています。平成
２０年度からは浄水場運転維持管理業務を民間委託としました。浄水場を運転していく上で必要な知識と経験を民間の力を活用することで安定
した運転を行うことができ、人員の確保もより簡単になりました。さらに、運転維持管理業務を委託することにより、職員は運営業務に専念するこ
とができるようになりました。
また、福岡都市圏の６市７町１企業団１事業組合で構成される福岡地区水道企業団からの受水を、令和２年度の水源開発により増量し、日量
7,835㎥を確保しています。

61歳～
0%

51～60歳
10%

41～50歳
20%

31～40歳
20%

～30歳
50%

職員の年齢構成比

上下水道課長

（ 1 名）

業務係

（ 3 名）

管理係

（ 6 名）
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（３） 経営比較分析表等を活用した現状分析
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経常収支比率は、給水収益等の収益で、維持管理費な
どの費用でどの程度賄えているかを示す指標。
当町は近年100％以上で、黒字の状態です。

料金回収率は、給水にかかる費用が、どの程度
給水収益で賄えているかを示す指標。
当町は近年、100％を超えており、費用は全て給
水収益で賄えている状態です。
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２．将来の事業環境

（１）

粕屋町総合計画の人口見通し結果では、計画人口は、土地区画整理事業の実施、企業誘致、定住支援促進等の政策・施策により人口を維持
し、令和12年度に54,500人とする計画です。また、計画給水区域内人口は、水道事業計画の目標年度である令和7年度に、上位計画である「第5
次粕屋町総合計画」の令和7年度推計値の52,000人から、51,060人としています。

給水人口の予測
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（２）

平成27年度の一日最大給水量は、寒波による給水管の破損、漏水により一時的に増加したもの。

水需要の予測

給水人口が毎年小幅ながら増加する見込みのため、水需要も緩やかに増加する見込みです。

予測値
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（３） 料金収入の見通し

料金収入は、給水人口増加に伴い増加すると見込んでいます。令和元年度～3年度までは新型コロナウイルス感染症の影響もあり、一時的に
減少となりました。

予測値
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（４）

（単位：人）

令和3年度 令和13年度 令和23年度 令和33年度 令和43年度

技術職員 3 3 3 3 3

事務職員 7 7 7 7 7

合計 10 10 10 10 10

３．経営の基本方針

　　安全・・・

　　強靭・・・

　　持続・・・

災害時でも、必要最低限の給水ができるよう、主要な水道施設及び管路については、更新の際に耐震化を行い、ライフラインを
確保します。

安全で良質な水を安定的に供給するため、浄水施設の定期的な維持管理を実施し、水質管理を実施します。

現在は増加傾向にある、給水人口、給水量ですが、将来的には減少することが予測されますので、老朽化施設などの更新の際
には、効率化を検討し、次世代においても健全で持続可能な事業運営を行います。

令和3年度は、10人となっています。計画期間内は、10人体制を継続します。

組織の見通し

当町では、将来にわたって安全で良質な水を安定的に供給することができるよう、平成29年7月に粕屋町水道ビジョンを策定しています。その中
で示している「安全」「強靭」「持続」の３つの視点から、将来の社会環境にも対応できる水道を構築することを基本方針とします。
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４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

内部留保資金は、コストの削減投資の効率化に努め、料金収入の１年分である900百万円を確保します。
料金回収率は、給水にかかる費用がどの程度給水収益で賄えているかを示す指標ですので、健全な経営を行えるよう100％以上を維持します。

有収率96％以上を維持する。
老朽化した管路の更新を年間1％実施する。

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

目 標

目 標

②　収支計画のうち財源についての説明

現在、簡易的なアセットマネジメントを実施していますが、今後より精密なアセットマネジメントを実施していきます。
また、令和3年度に浄水場の耐震化を行い、令和5年度に耐震性のある新たな粕屋南配水池2号池の供用を開始します。基幹管路は再構築を進
め、令和5年度完成予定です。これにより計画期間内での大きな工事を行う予定はなく、主な事業は、老朽管の更新、浄水場設備の機器の更新
を予定しています。

内部留保資金900百万円を確保する。
料金回収率100％以上を維持する。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明
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③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

委託料・・・

修繕費・・・

動力費・・・

職員給与費・・・

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

計画期間内も現在と同程度になると見込んでいます。

今後、浄水場等の大規模な施設整備を行う際には、維持管理費を含めたライフサイクルコストで削減効
果が期待できる場合にはPFI方式、DBO方式の導入を検討していきます。

現在、簡易的なアセットマネジメントを実施していますが、今後より精密なアセットマネジメントを実施して
更新の平準化に努めます。また、耐久性、経済性に優れた資材を採用することで、水道施設の長寿命
化を進めていきます。

浄水場運転維持管理業務などの維持管理業務は必要に応じて継続して行う計画ですが、人件費の高騰により費
用が増加することも見込まれます。

計画期間内も現在と同程度の修繕は必要と見込んでいます。

電気料金の高騰などにより増加すると見込んでいますが、ポンプの更新時には省エネルギー型のポンプを導入
し、経費を削減するとともに、カーボンニュートラルに取り組みます。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

当町は人口増加が見込まれており、計画期間内での施設・設備の統廃合の予定はありませんが、長期
的な視点から検討は進めていきます。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

当町は人口増加が見込まれており、配水量も増加する見込みです。計画期間内での施設・設備の合理
化の予定はありませんが、長期的な視点から検討は進めていきます。

そ の 他 の 取 組
当町は福岡地区水道企業団から約63％を受水している状況です。福岡地区水道企業団からの受水に
かかる費用が抑えられるよう、協議していきます。

福岡県の水道広域化推進プランの進捗とともに検討を進めていきます。また、福岡都市圏の事業体
で、施設の共同利用を含め、水道のあり方を検討しており、継続して進めます。

広 域 化

民 間 の 資 金 ・ ノ ウ ハ ウ 等 の 活 用
（ PPP/PFI 等 の 導 入 等 ）

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実
（ 施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）
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②　財源についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

繰 入 金

料金の見直しは計画期間の中間である令和9年度に行うこととします。また、3～5年ごとにPDCAサイク
ルを活用した検証を行います。

料 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

資 産 の 有 効 活 用 等 に よ る
収 入 増 加 の 取 組

計画期間内の借り入れは予定していませんが、世代間の公平性を保つ必要がある場合には、借り入れ
を行います。

消火栓に係る経費など、国が示す操出基準内での適切な繰入を行います。

現在、料金回収率は100％を超えており、黒字で推移していますので、計画期間内での料金の値上げ
は予定しておりませんが、留保資金の状況を踏まえ、料金値上げの検討は行っていきます。

当町は、施設規模が小さいため、有効活用は難しく、予定はありませんが、先進地の事例を参考に検
討します。

そ の 他 の 取 組 ―

企 業 債
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様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 929,787 929,981 932,435 924,237 958,096 959,003 959,911 960,820 961,729 962,640 963,552 964,464
(1) 863,628 863,998 872,365 873,237 907,096 908,003 908,911 909,820 910,729 911,640 912,552 913,464
(2) (B) 1,734 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
(3) 66,159 64,249 59,570 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500

２． 44,591 1,026 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
(1)

(2) 43,447 48,092 45,345 37,978 37,150 36,833 34,442 34,470 31,951 31,122 28,542 26,465
(3) 1,144 1,026 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

(C) 974,378 931,007 933,435 925,237 959,096 960,003 960,911 961,820 962,729 963,640 964,552 965,464
１． 759,994 802,485 860,591 841,675 866,173 877,595 882,692 891,340 894,034 898,651 907,884 914,954
(1) 56,821 61,829 68,478 61,100 61,100 61,100 61,100 61,100 61,100 61,100 61,100 61,100

31,673 34,332 34,719 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500

25,148 27,497 33,759 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600
(2) 482,092 519,377 589,052 575,400 575,400 575,400 575,400 575,400 575,400 575,400 575,400 575,400

27,795 24,296 35,400 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000
10,025 14,082 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

444,272 480,999 538,652 528,400 528,400 528,400 528,400 528,400 528,400 528,400 528,400 528,400
(3) 221,081 221,279 203,061 205,175 229,673 241,095 246,192 254,840 257,534 262,151 271,384 278,454

２． 25,464 20,506 15,974 15,203 11,192 9,018 7,524 6,348 5,381 4,525 4,006 3,701
(1) 25,460 20,506 15,974 15,203 11,192 9,018 7,524 6,348 5,381 4,525 4,006 3,701
(2) 4

(D) 785,458 822,991 876,565 856,878 877,365 886,613 890,216 897,688 899,415 903,176 911,890 918,655
(E) 188,920 108,016 56,870 68,359 81,731 73,390 70,695 64,132 63,314 60,464 52,662 46,809
(F) 30 18
(G) 355 125 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
(H) △ 325 △ 107 △ 500 △ 500 △ 500 △ 500 △ 500 △ 500 △ 500 △ 500 △ 500 △ 500

188,595 107,909 56,370 67,859 81,231 72,890 70,195 63,632 62,814 59,964 52,162 46,309
(I) 369,147 265,149 180,864 395,701 449,082 520,805 396,442 410,544 387,309 324,395 314,099 256,873
(J) 1,673,000 1,985,315

78,737 77,507
(K) 337,803 325,120

144,695 136,614

185,947 79,539
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 929,787 928,247 931,935 923,737 957,596 958,503 959,411 960,320 961,229 962,140 963,052 963,964

(N)

(O)

(P)

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

本年度

営 業 収 益

5年度 10年度 11年度 12年度 13年度6年度 7年度 8年度 9年度

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 102,500 369,800 946,545

２．

３．

４． 1,177 4,670 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

５．

６．

７． 43 50

８．

９．

(A) 103,720 374,520 950,545 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

(B)

(C) 103,720 374,520 950,545 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

１． 245,406 606,919 1,135,265 308,685 358,200 428,200 331,700 371,700 370,200 317,700 357,700 287,700

２． 145,144 144,695 136,615 165,645 136,609 116,894 110,134 93,192 91,834 73,359 60,272 58,249

３．

４．

５．

(D) 390,550 751,614 1,271,880 474,330 494,809 545,094 441,834 464,892 462,034 391,059 417,972 345,949

(E) 286,830 377,094 321,335 470,330 490,809 541,094 437,834 460,892 458,034 387,059 413,972 341,949

１． 184,521 300,872 236,632 192,268 208,245 202,167 207,679 227,101 234,379 238,177 241,454 255,794

２．

３．

４． 102,309 76,222 84,703 278,062 282,564 338,927 230,155 233,791 223,655 148,882 172,518 86,155

(F) 286,830 377,094 321,335 470,330 490,809 541,094 437,834 460,892 458,034 387,059 413,972 341,949

(G)

(H)

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

51 1,148 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

51 1,148 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

1,177 682 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

1,177 682 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

1,228 1,830 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

13年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

本年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

計

そ の 他

10年度 11年度 12年度

他 会 計 負 担 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

12年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

13年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度5年度本年度



布設年月日 昭 和 50 年 6 月 1 日

給水人口 47,526人

計算期間
自令和2年4月至令和4年
3 月

（2年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

864,032 860,000 860,000

0 0 0

121,335 120,000 120,000

985,367 980,000 0 980,000

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

0 0 0

諸 手 当 0 0 0

福 利 費 0 0 0

24,310 25,000 25,000

71,466 72,000 72,000

5,308 5,500 5,500

363,270 365,000 365,000

2,474 4,200

97,372 98,000 98,000

1,271 1,000 1,000

565,471 570,700 0 570,700

給 料 11,998 12,000 12,000

諸 手 当 8,627 8,600 8,600

福 利 費 5,971 6,000 6,000

17,002 17,000 17,000

8,653 9,000 9,000

121,868 122,000 122,000

703 3,200 3,200

174,822 177,800 0 177,800

料 金 (X)

原価計算表

収　　入　　の　　部

項 目

金　　　　　　　　額

給 水 装 置 工 事 費

そ の 他

合 計

支　　出　　の　　部

項 目
金　　　　　　　　額

原
水
及
び
浄
水
費

人
　
件
　
費

給 料

電 力 費

委 託 費

修 繕 費

受 水 費

薬 品 費

減 価 償 却 費

そ の 他

小 計

配
水
及
び
給
水
費

人
　
件
　
費
委 託 費

修 繕 費

減 価 償 却 費

そ の 他

小 計



　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

支　　出　　の　　部

項 目
金　　　　　　　　額

給 料 19,551 19,500 19,500

諸 手 当 12,031 12,000 12,000

福 利 費 9,645 9,600 9,600

0 0 0

388 500 500

1,475 1,500 1,500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

20,506 21,000 21,000

1,178 1,200 1,200

18,544 20,000 20,000

83,318 85,300 0 85,300

823,611 833,800 0 833,800

833,800

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 1.03

＜料金水準についての説明＞

減 価 償 却 費

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは，当分の間，その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる場合に、
使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係るもの）を、適正
かつ効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、「水道料金算定要領」（公
益社団法人日本水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営環境等の実情に応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載するこ
と。

そ の 他

小 計

合 計 (Y)

資 産 維 持 費 （ Z ）

料 金 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

一
　
般
　
管
　
理
　
費

人
　
件
　
費
備 品 費

消 耗 品 費

通 信 運 搬 費

光 熱 費

修 繕 費

公 課

支 払 利 息


